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八幡湿原自然再生事業
事業の意義と長い道のり

中　越　信　和

1950 ～ 60 年代の各種乾燥化事業のため広く八幡盆地の湿原は消滅していった。かろうじて残存してい
る湿地も劣化してきている。残された湿地再生可能区域で，面積的に広い広島県管理の公有地「霧ヶ谷」
湿原が自然再生事業の核となる場所として選ばれた。この場所で再生を試みた内容は，河川の自然氾濫に
よる湿地植生の再生，湧水性湿地の保全及び拡大，希少湿地性生物種の保全であった。一方，湿原を生物
の生育・生息地としてのみ保護するのではなく，地域の観光（エコツーリズム）や学校教育・生涯教育に
おける自然学習の場所とすることも目的とした。これらの目的のため，再生事業において既設のコンクリー
ト水路の一部撤去，導水路の新設，陸生高木の伐採や低木の除去などが行われた。事業の結果，湿原の再
生は外観的にはできたが，再生湿原が高い生態系サービスを提供するまでには至っておらず，今後の努力
が必要となっている。本報では事業の必要性から今後必要と考えられることまで，幅広く解説する。
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1．はじめに

この特集が「自然と共生する社会の実現と地球環境
の保全」を課題にしていることを念頭に稿を進める。
この意味で，事業採択以前から現在まで八幡湿原自然
再生推進協議会の会長を務めている筆者には，一連の
経過を踏まえて情報提供が可能である。なお，筆者は
生態学徒であり工学の出自ではない。したがって，多
くの本誌の読者が工学系の方だろうと思われるので，
必要な土木関係の資料については事業のホームページ 1）

などで確かめて頂きたい。事業地全体は行政的には広
島県北広島町芸北・八幡地区に位置する。本事業は環
境省が自然再生推進法制定後，その先導的実施事例の
一つとして選んだものであり，日本生態学会は本事業 2）

を含め他の事業とともに詳細に紹介している。この事
業解説を一部簡略化して本稿が成り立っている。

2．事業の必要性

まず，人類の土地利用の歴史を観ると，一時的に必
要な水は貯蔵・利活用し，一方管理の難しい湿地など
では陸地への乾燥化をはかってきた。乾燥した土地は
工場・住宅など人工構造物の建設基盤として優良だ
し，乾燥した農地では必要に応じて灌漑すれば大きな
農業生産を実現できる。地表の面積の動向で見れば乾

燥した土地が拡大しているが，湿地や浅海の埋め立て
乾燥化はその拡大に寄与している。日本でも筆者の地
元の広島湾でもそうだが，秋田の八郎潟干拓地などは
列島地図のスケールで陸化が行われてきた。

このような状況下で湿地を保全，さらには再生する
必要理由が問われる。個別の理由は枚挙となるのでや
めるが，2 点の核心的な事柄を示すことができよう。
湿地の生態系サービスと湿地固有の生物多様性がとも
に消滅するからである。前者では，地球の炭素の蓄積
が熱帯雨林やサンゴ礁で多いことは衆知だが，湿地が
泥炭として生態系に蓄積している炭素量の多さ（地球
環境の保全に貢献）についてはあまり知られていな
い。湿地の減少は大気中の二酸化炭素を増やす。

学術的貢献も重要である。日本で植生の研究が始
まった頃に八幡に点在する湿原は本州西南端の湿原と
して本格的に調査されている 3）。その約 40 年後の
1990 年初頭に前回同様の調査を実施し，多くの湿原
で面積の減少，構成種の変貌（陸生植物の増加と湿地
性植物の減少）など湿原植生の劣化が確認された 4）。
この事実は国際的に認識されることになり 5），事前に
再生事業の目標である，「何を再生すればよいのか」
を明確にすることができた。すなわち，劣化・消滅し
た湿原の復旧である。これらの研究報告の存在と環境
省が自然再生事業の事例地に八幡湿原を選んだことは
強く関連している。なぜなら，自然再生事業では何を
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再生するかが明確でなければ，その事業の価値を維持
できないからである。過去に目標となる生態系が存在
し，かつその内容が学術的に明らかとなっていなけれ
ば，真の再生目標は設定できず，結果として実施され
る事業は自然再生事業という名称の新たな土木事業で
しかないからである。もちろん，この土木工事が新た
な使命を持つ「自然化」工事であれば，それは広く現
代社会に受容されるであろう。

3．事業経過

事業地「霧ヶ谷」湿原の劣化を図─ 1 に示した。

この図の灰色部分が湿原であり，1947 年の荒地状態
（湿地とその周辺の草本群落）から高木や低木の侵入
で断片化・縮小した 2005 年の再生工事直前の湿原の
状態が解る。再生工事を中心とする経過については，
荒地状態から途中牧場に改変するため乾燥化を推進し
排水路が造られるなどした。

行政の方針の転換と湿原の生態学的価値の再評価か
ら 2004 年に八幡湿原自然再生協議会が設立された（図
─ 2）。協議会の設立以前に 1990 年代からは当地の自
然研究が行われると同時に湿原再生を念頭にした野外
実験（導水実験を含む）などが鋭意行われた。それら
の努力が協議会における理念先行ではない実質的な湿

図─ 1　八幡湿原自然再生事業「霧ヶ谷湿原」の湿原植生（灰色）の経年劣化（分断と面積減少）

図─ 2　霧ヶ谷湿原地区に関する自然再生事業の経過
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原再生に関する議論として実を結んだ。2006 年には
年間では最多の 4 回もの協議会を開催し再生事業の内
容を確定した（図─ 3）。その結果，2007 年に採択さ
れた再生工事では，2007 年と 2008 年に侵入樹木の伐
採・除去，排水路の護岸の除去（写真─ 1），導水路
の新設（写真─ 2）を終了し，最終年の 2009 年には
観察用遊歩道の設置と，下流域への土砂災害防止工事
が行われ，採択事業は終了した。

2010 年からは当協議会はその後の生物相，生態系，
水環境（地下水位など）を，現在までモニタリングし
ている。湿原の回復は工事後著しかったが（写真─
3），現在はそのペースはゆっくりとしたものとなっ
ている。湿原の成立が 10 年代ではなく数十年，100

図─ 3　自然再生工事のポイント

写真─ 1　�霧ヶ谷湿原の中央にあった排水路コンクリート護岸の除去
（工事期間の 2007 ～ 2008 年）

写真─ 2　完成した導水路（2007 ～ 2008 年）

写真─ 3　一部再生した湿原植生（2011 年 7月）
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年単位なのだから，これはいたしかたない。むろん，
湿原性の動植物の個体数は増加傾向にある。さらにこ
れらの種，例えばマアザミ（植物），カスミサンショ
ウウオ（両生類有尾），モリアオガエル（両生類無尾）
は再生湿原内で次世代を再生産している。

なお，広島県（国定公園内のため維持管理費は少し
はある）と協働して不備な点の改善，再生事業として
効果を発揮していない地点の修復，地域住民や訪問者
からの新たな要望などに対処してきた。そのようなこ
とから，本事業を一般的には順調に経緯していると評
価している。

4．維持管理

協議会の構成員は再生工事以前から湿原の重要さを
理解し，またその価値観に裏付けられた信念を有して
いるため，工事後のモニタリングを含め献身的な努力
をされている（図─ 4）。さらに協議会には普及広報
に関する部会を設置し，協働で活動している NPO 法
人西中国山地自然史研究会と共に一般市民を対象とす
る自然観察会を月に 1 度の頻度で行ってきている。ま
た北広島町に所在する中高一貫校の新庄学園の前期中
等部では，湿原観察が教科の中に組み込まれるまでに
なった。普及・教育活動は着実に広がりを見せている。

図─ 4　八幡湿原自然再生協議会の最新ニュースレター（2017 年 12月 7日発行）
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一方で，協議会会員の善意のボランティアに支えら
れて，再生湿原に再侵入してくる陸生の低木や工事直
後には小型であった高木などが湿原環境を悪化させる
のを阻止してきた。しかし，こちらへの一般人の参加
は少なく，一部の自然保護団体の応援しかない。湿原
を鑑賞する人は増えても，湿原の維持のために労働を
提供してくれる人は多くはない。国民の中での自然再
生事業に関わる認識を上げる努力が必要である。実
際，今以上に維持管理に労働力が必要になった場合，
残念ながら今以上の支援が得られるか否か自信がない。

5．今後の道程

もとより善意の集団である協議会に資金は皆無であ
る。そんな中で，突発的な自然破壊，当地でいえば昨
年の北九州豪雨と同時期に土砂災害を経験した。その
際，再生事業の目玉であった新設導水路が複数個所で
破損した。ユンボを導入する計画と予算計画を立てた
が，どの組織・団体も受け入れてくれなかった。結局，
協議会の会員がユンボ操作の運転講習を受けなんとか
ユンボの貸与を受けて対策が取れそうである。しか
し，運転資金を持たない協議会は，自然再生事業のよ
うに長期にわたり，またいつ自然災害に遭遇するか予

想がつかない事業の実施母体として機能するにはあま
りに脆弱である。その意味で，協議会の経済面におけ
る対策は急務であり，このことは環境省が主催する自
然再生協議会全国大会でもいつも問題となっている。

ともかく始めたのだから，動ける間は自然再生事業
における人材育成，再生・修復器材の確保，運用資金
の調達を鋭意行って，頑張るしかない，というのが本
協議会の構成員及び賛同者の決意である。
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